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１－１ 計画の目的 

（１）地域公共交通計画とは 

地域公共交通計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律※（平成 19 年法律

第 59 号）に基づく計画で、「地域にとって望ましい公共交通ネットワークの姿」を明らかにし、

「まちづくりの取組との連携・整合」を確保する「地域公共交通の基本計画」としての役割を果

たすものです。 

本計画に基づき、地域公共交通に関する取組を計画的に進めることで、限られた資源を有

効に活用し、持続可能な地域公共交通の形成を図っていきます。 

 

（２）計画の目的 

本市における地域特性や地域公共交通の現状・課題等を踏まえ、市が目指す将来都市像

を実現するうえで地域公共交通の果たすべき役割を明らかにするとともに、市民の生活と移動

を支援し、かつ、持続可能な地域公共交通を実現するため、その基本的な方針、目標及び施

策体系を示すマスタープランとして、「地域公共交通計画」を策定します。 

 

（３）計画の役割 

本計画は、以下の６つの役割を担うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①本市の地域公共交通のマスタープランとして、地域にとって望ましい地域公共交通

の姿（基本的な方針と目標）を明らかにする 

②目標達成に向けて計画期間内に実施すべき施策・事業を示す 

③地域特性に応じた多様な交通サービスによるネットワーク構築を目指す 

④本市のまちづくり（都市計画、福祉等）の取組との連携・整合を確保する 

⑤地域・企業・学校等の多様な関係者との連携を促進する 

⑥具体的な数値目標とＰＤＣＡサイクル※により、計画の達成に向けた継続的な改善

を推進する 



3 

１－２ 計画の位置付け 

本計画は、本市の最上位計画である「総合振興計画※」を上位計画として位置付け、「市が

目指す将来都市像」の実現に向けて、当該計画に定める基本的な考え方等に基づくものとし

ます。 

また、都市計画や施設管理、福祉、教育等の他分野における各種計画を関連計画として位

置付け、他の分野における取組との連携を行いながら、相互に補完し合って、本市の将来都市

像の実現に向けた取組を進めるものとします。特に、都市計画マスタープラン※で定める「まち

づくりの方向性」の実現に向けて、地域公共交通ネットワークの構築を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３ 計画の区域 

和光市の全域を対象とします。 

 

１－４ 計画の期間 

計画の期間は、令和 4（2022）年度から令和 8（2026）年度までの 5年間とします。 

なお、社会情勢の変化や関連する法令・制度の変更、上位・関連計画の見直し等によって、

新たな対応が生じた場合は、必要に応じて計画の見直しを検討します。 
 

 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9～ 

第五次和光市総合

振興計画※基本構想 

       

和光市地域公共 

交通計画 

  

 

 

 

 

     

  

市が目指す将来都市像

第五次和光市総合振興計画基本構想

連携
・
整合

和光市地域公共交通計画
（令和4年度～令和8年度）

基本的な方針と目標

国の関連法等

交通政策基本法

地域公共交通の
活性化及び再生
に関する法律 目標達成のための施策及び事業

計画の推進及び評価方法

その他関連する計画

和光市公共施設マネジメント実行計画

第四次和光市地域福祉計画

第８期和光市長寿あんしんプラン

第２期和光市子ども・子育て支援事業計画 など

まちづくりの方向性

和光市都市計画

マスタープラン

道路運送法

基づく

令和 4年度～令和 8年度 

基本的な方針：約 10年後を展望（総合振興計画と連動） 

事業・施策：5年間で優先的に実施すべき取組 

令和 9 

年度～ 

令和 3年度～令和 12年度 
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１－５ 計画の対象 

本計画の対象は、鉄道・バス・タクシー等の公共交通を基本としつつ、福祉交通や施設送迎

バス、自転車・シェアサイクル※等との連携・役割分担も含めて取り扱います。 

 

【計画の対象】 

分 類 交通モード 

公共交通 

鉄道 

高速バス・空港連絡バス 

路線バス 

市内循環バス 

タクシー 

新たな移動手段 

福祉交通 福祉有償運送※（ＮＰＯ法人等） 

施設送迎バス 病院、福祉施設、温浴施設等の送迎バス 

シェアリングサービス シェアサイクル※等 
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Goals of the Sustainable Urban Mobility Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．基本的な方針と目標 
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２－１ 市が目指す将来都市像及びまちづくりの方向性 

（１）市が目指す将来都市像 

【第五次和光市総合振興計画※基本構想】 

項 目 内 容 

将来都市像 みんなをつなぐ ワクワクふるさと 和光 

市民生活の 

目標像 

視点①：日々の生活の基盤が整っている（目標像２ 安全かつ快適に移動できる） 

視点②：それぞれのライフステージを充実させる 

視点③：心豊かに、満足度の高い生活が送れる 

基本戦略 ①和光市駅周辺の魅力の向上  ②市庁舎周辺の賑わいの創出 

③環境に配慮した清掃センターの更新 ④地域公共交通の充実 

⑤子どもたちや子育て世代の支援  ⑥高齢化への対応 

⑦和光北インターチェンジ周辺の活性化 ⑧地域コミュニティの再醸成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本戦略（第五次和光市総合振興計画基本構想）  
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（２）まちづくりの方向性 

【和光市都市計画マスタープラン※ 全体構想（案）】                     ※令和 4年 3月策定予定 

項 目 内 容 

基本理念 より安心、より快適なまちづくり 〜みどり豊かで暮らしやすいまちを求めて〜 

将来都市像 心和み、光り輝くまち ふるさと和光 

まちづくりの 

目標 

①安全・安心 （高齢になっても住み慣れた地域で暮らし続けられる） 

②生活 （快適な生活が送れるとともに、健康で、働き続けることができる） 

③移動 （市内には狭隘な道路や急な坂があり、運転免許証を返納した高齢者な

ど交通弱者の移動の確保をはじめ、全ての市民にとって移動の自由が確保され

る） 

④経済 （和光北 IC周辺において、交通利便性を活かした産業拠点の創出） 

⑤デジタル技術 （データを活用したまちづくり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来都市構造図（和光市都市計画マスタープラン）  
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２－２ 基本理念と基本方針 

「市が目指す将来都市像及びまちづくりの方向性」や「和光市の地域公共交通の課題」を

踏まえて、計画の基本理念と基本方針を次のとおり定めます。 

 

【基本理念】 

ひと、まち、にぎわいをつなぐ地域公共交通 

～全ての市民の移動の自由を目指して～ 
 

【基本方針】 

市内の移動しやすさ向上 

○運転免許証を返納した高齢者等の交通弱者の移動の確保 

○若者や子育て世代も移動しやすい交通環境 

〇誰もが安心して迷わず移動できる交通環境 

まちづくりと連携した持続可能な地域公共交通 

○新たな拠点整備等のまちの変化と連携した公共交通 

○市民・地域・交通事業者等と共につくる公共交通 

多様な移動による地域活性化 

○人々の多様な交流を生み出す公共交通 

○福祉施策等と連携した外出機会の創出 

 

２－３ 計画の目標 

それぞれの基本方針に対応した計画の目標を次のとおり定めます。 

【基本理念】 【基本方針】 【計画の目標】 

ひと、まち、

にぎわいを

つなぐ地域

公共交通 

～全ての市

民の移動

の 自 由 を

目指して～ 

市内の移動しやすさ向上 

目標①： 利便性の高い地域公共交通軸の維持・充実 

目標②： 拠点までの市内短距離交通の充実 

目標③： 公共交通の空白・不便地域の解消 

目標④： 誰もが迷わず分かりやすい利用環境・情報提供 

まちづくりと連携した 

持続可能な地域公共交通 

目標⑤： 交通サービスを提供するための基盤整備及び 

体制構築 

多様な移動による 

地域活性化 
目標⑥： 多様な交通サービスの有機的な連携 
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目標①： 利便性の高い地域公共交通軸の維持・充実 

拠点間を結ぶバス交通を市内地域公共交通軸と位置付け、その維持・充実を図ることで、

市内の利便性の高い地域公共交通ネットワークを確保していくことを基本とします。 

■KPI※：路線バスの年間利用者数 

【目標設定の背景・現状等】 

 本市の地域公共交通は、鉄道駅を起点とした路線バスが運行しており、主要拠点間を結

ぶ地域公共交通としては高い水準が保たれています。 

 和光市駅～成増駅を繋ぐバス路線沿線には、市域南側では市役所・税務大学校・裁判

所職員総合研修所・埼玉病院や住宅団地（西大和団地・諏訪原団地等）が立地、市域

北側では和光高校が立地しており、朝夕の通勤通学時間帯に加えて様々な移動ニーズ

を支えるとともに、それらにより一定の運行本数が維持されている状態となっています。 

 市役所周辺や市北側において新たな拠点の整備が予定されています。 

 

目標②： 拠点までの市内短距離交通の充実 

市内の住宅地から鉄道駅等の拠点までの短距離交通の充実を図り、市民の日常生活に

おける外出で「使える」交通サービスを提供するとともに、メリハリある効率的な運行を目指

します。 

■KPI※：市内循環バスの利用者数、収支率 

【目標設定の背景・現状等】 

 市内循環バスは、路線バスが運行していないエリアを中心に、公共施設へのアクセスや

高齢者の外出機会の創出を目指して運行しています。 

 1 周の運行距離が長大で、運行本数が少ないことや、交通渋滞等による定時性確保が

困難であるといった課題があり、多くの利用者・市民から改善の意見・要望があります。ま

た、利用が多い区間がある一方で、ほとんど利用がみられない区間もある等、効率的な

運行とは言えない状況となっています。 

 

目標③： 公共交通の空白・不便エリアの解消 

全ての市民の移動の自由確保に向けて、鉄道駅までのアクセスがしづらく、バス交通の利

用が不便なエリア等を対象に、新たな移動手段の導入等により公共交通の空白・不便地域

の解消を図ります。 

■KPI※：公共交通空白・不便地域の居住人口の割合 

【目標設定の背景・現状等】 

 本市の住宅地の大半は、路線バスと市内循環バスの運行によりカバーされていますが、

幅員の狭い道路が多いため、市の外縁部等の一部エリアにバス停まで 300ｍ以遠のエ

リアが存在しています。また、バス停まで距離が近い場合においても、運行本数が少ない

ことや、坂・高低差が多い地形のため不便なエリアが存在しています。（15頁参照） 
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目標④： 誰もが迷わず分かりやすい利用環境・情報提供 

交通全般を視野に入れた総合的な案内・誘導サインや情報発信を強化することで、誰も

が迷わず分かりやすい利用環境づくりを行います。 

■KPI※：オープンデータ※化率、情報提供等の整備箇所数、市民の満足度 

【目標設定の背景・現状等】 

 市内の主要拠点である和光市駅や埼玉病院、市役所等においては、移動の目的地とし

て多くの利用が見られるとともに、バスから鉄道、バス同士の乗り継ぎ利用が見られます。 

 また、若者から子育て世帯、高齢者、障害者等の誰もが移動しやすい交通環境を整える

上では、鉄道・バスに加え、タクシーの利用や、地域公共交通以外のシェアサイクル※、福

祉交通等の移動手段も含めて総合的に案内・情報提供することが求められます。 

 

目標⑤： 交通サービスを提供するための基盤整備及び体制構築 

安全で利便性が高く、効率的な交通サービスを提供するために、必要となる結節点・バス

停等の交通空間整備や、関係者・市民と協働による体制整備を行います。 

■KPI※：交通空間の整備箇所数、部会・研究会等の開催回数、モビリティマネジメント※実施回数 

【目標設定の背景・現状等】 

 バスやタクシー等の運行を行う上で重要となる安全性・定時性・効率性等は、駅前や道

路等の交通空間によって大きく影響を受けます。本市では、交通渋滞が多く公共交通の

遅延が発生していること、幅員の狭い道路が多いこと、駅前広場等の駅周辺の交通空間

が限られており交通混雑が激しいこと等から、公共交通を運行する上で非常に制約があ

る状態となっています。 

 複雑かつ他分野に跨る交通課題の解決においては、多様な関係者との協議・調整が欠

かせません。 

 

目標⑥： 多様な交通サービスの有機的な連携 

個別の交通サービスをバラバラに提供するのではなく、多様なサービス同士を目的地側

も含めて「束ねる」ことで、市民・来訪者の移動利便性の向上と交流促進による地域活性化

を図ります。 

■KPI※：主要拠点でのバス同士の平均待ち時間 

【目標設定の背景・現状等】 

 市内には鉄道、路線バス、市内循環バス、タクシーといった公共交通に加えて、シェアサイ

クル※や福祉有償運送※、施設送迎バス等の様々な移動手段が存在しています。また、今

後の本計画に基づく施策展開により、新たな移動手段がこれに加わることとなります。 

 移動・交通は、それ自体が目的ではなく（観光列車等を除く）、日常生活であれば通勤・

通学・買い物・通院等といった目的を達成するために必要となる「派生需要」です。その

ため、移動ニーズを的確に捉えるとともに、移動先・目的地側の施設やサービスと連携し

て交通サービスを考えることが重要です。 
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２－４ 和光市の地域公共交通の将来像 

計画の基本理念と基本方針、目標を踏まえて、和光市の地域公共交通ネットワークの将来

イメージと機能・役割等を次のとおり定めます。 

既に和光市では、鉄道、路線バスにより、高い水準の地域公共交通ネットワークが保たれて

いるため、現在の利便性の高いネットワークを維持していくことを基本とし、その上で、市内循

環バスの見直しやタクシー及び福祉交通等の利用しづらさを解消することを目指します。 

 

【和光市の地域公共交通ネットワークの将来イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（仮称）和光北インター東部 
地区土地区画整理事業 

和光市駅北口 
土地区画整理事業 

西
高
島
平
駅
方
面 

新倉 PA 

石神井公園駅方面 大泉学園駅方面 

大
泉
学
園
駅
方
面 

広沢複合施設 
・ 

市庁舎周辺 

成増駅 

埼玉病院 

和光市駅 

（仮称）和光北インター東部地区内 

国道 254号 
和光バイパス 

自
動
運
転
サ
ー
ビ
ス 

       交通拠点（候補案） 

       鉄道 

       主な地域公共交通軸 

       （市内拠点間の交通軸、広域交通） 

       市内循環バス等による対応エリア 

       新たな移動手段を検討するエリア 
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【和光市の地域公共交通の機能等】 

 交通モード 機能等 主な対象 

公共交通 

鉄道  広域交通 市民、来訪者 

高速バス・空港連絡バス  広域交通 市民、来訪者 

路線バス  広域交通 

 市内拠点間の交通軸 
市民、来訪者 

自動運転サービス 

市内循環バス 
 市内拠点までの短距離

交通 

市民（特に高齢者、

子育て世帯等） 

タクシー 
 広域及び市内のドアツー

ドアサービス 
市民、来訪者 

新たな移動手段 

 市内の小規模需要及び

狭隘道路に対応した移

動手段 

市民（特に高齢者、

子育て世帯等の交

通と福祉の間の移

動ニーズ） 

福祉交通 
福祉有償運送※（ＮＰＯ法人

等） 

 一人では公共交通機関

を利用することが困難な

身体障害者や要介護者

等を対象にした個別輸

送サービス 

身体障害者、要介

護・要支援認定者等 

施設送迎バス 
病院、福祉施設、温浴施設

等の送迎バス 

 特定の施設等の移動手

段 
施設等の利用者 

シェアリング 

サービス 
シェアサイクル※等  鉄道・バスの補完 市民、来訪者 

 

【交通拠点】 

 交通拠点（候補案） 役割 

中心拠点 和光市駅 

 市民生活を支えるとともに、商業・業務等の多

様な機能が集積する本市の主要な拠点 

 鉄道・バス・タクシー・シェアサイクル等の結節

点 

交通結節点 

埼玉病院 
 市民・来訪者が多く来訪する施設 

 バス交通の結節点 

広沢複合施設・市庁舎周辺 
 市民が多く来訪する施設 

 バス・シェアサイクル等の結節点 

新倉 PA 

 新倉 PA 周辺整備に合わせて整備する本市の

新たな交通拠点 

 バス・シェアサイクル等の結節点 

（仮称）和光北インター東部 

地区内 

 （仮称）和光北インター東部地区土地区画整

理事業に合わせて、北側のバス路線の転回・

待機スペースを確保することで、効率的な運行

を支える拠点を検討 
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Opportunity and Shortcoming Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．和光市地域公共交通を取り巻く 

現状と課題 
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「市が目指す将来都市像及びまちづくりの方向性」の実現に向けて、和光市における地域

の現状、地域公共交通の現状、実態・ニーズ調査結果等を踏まえると、和光市地域公共交通

計画では以下のような課題に対応した取組を進めていく必要があると考えられます。 

 

【和光市地域公共交通を取り巻く現状と課題】 

課題①： 駅・バス停までの距離・坂による不便性や、市内のサービス水準・料金のばら

つき等への対応が必要 

課題②： 将来的に大きく変化する人口分布や高齢化状況への対応が必要 

課題③： 駅周辺や新たな拠点整備に合わせた交通環境の改善やネットワーク見直しが

必要 

課題④： 拠点間を跨ぐ長大路線や利用の少ない路線・区間の見直しが必要 

課題⑤： 市内循環バスの利便性・効率性の改善が必要 
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課題①： 駅・バス停までの距離・坂による不便性や、市内のサービス水準・料金

のばらつき等への対応が必要 

○本市は、鉄道駅へ出れば買い物・通院等や都心方面への移動が非常に便利ですが、駅を挟んで南

北に市街地が広がっているため、住宅地から駅までの距離・坂がある等、駅までの移動手段が不便

な状況です。 

○路線バスと市内循環バスにより市域の大半はカバーされている一方で、幅員の狭い道路が多いた

め、一部にバス停まで 300ｍ以遠のエリアが存在しています。 

○バス停まで 300ｍ以内のエリアにおいても、運行本数が少ないことや、坂・高低差が多い地形（白

子・新倉・下新倉等）のため不便なエリアが存在しています。 

○市内の住宅市街地拡大に伴い、路線バス沿線や、市内循環バスの沿線、公共交通空白地域等と、

場所によって交通サービスの利便性・料金等に差が生じてきています。 

○市内の移動でタクシーが利用しづらいという声もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公共交通空白不便地域の定義 主な交通状況 
公共交通 
空白地域 

鉄道駅・バス停 300m圏外のエリア （非可住
地除く） 

公共交通が運行していない 

公共交通 
不便地域 

バス停 300m 圏内において１日の運行本数
が上下合わせて 24本未満のエリア （路線バ
ス及び市内循環バスの運行本数が１時間１本
未満のバス停／非可住地除く） 

市内循環
バス沿線 

・運行本数少ない 
・料金 市内一律 150円 
・70歳以上の市民は無料 

公共交通 
カバーエリア 

バス停 300m 圏内において１日の運行本数
が上下合わせて 24本以上のエリア 

路線バス
沿線 

・運行本数が多い 
・料金 市内 180～210円 

  

公共交通空白不便地域 

公共交通空白不便地域の面積・人口 

割合 割合

公共交通

空白地域
372,866 3.4% 2,113 2.6%

公共交通

不便地域
2,420,851 21.9% 20,873 25.8%

公共交通

カバーエリア
8,246,283 74.7% 57,840 71.6%

市全体 11,040,000 100.0% 80,826 100.0%

面積（㎡） H27人口（人）

公共交通空白不便地域の定義及び交通状況 
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市内の公共交通に対する改善意見（令和 3年度市民アンケート結果） 

地区別（小学校区域）の公共交通の満足度（令和 3年度市民アンケート結果） 

6.8%

13.4%

20.3%

11.8%

10.6%

14.3%

19.5%

20.9%

9.2%

13.6%

11.6%

13.4%

19.5%

13.9%

16.2%

19.6%

15.9%

15.0%

19.3%

15.8%

44.9%

43.0%

40.7%

46.0%

41.9%

50.0%

46.0%

42.5%

39.5%

43.4%

17.7%

16.8%

8.1%

15.5%

16.2%

7.1%

8.0%

7.8%

18.5%

13.7%

10.9%

8.1%

4.9%

6.4%

9.1%

7.1%

3.5%

5.9%

7.6%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

白子
n=147

新倉
n=149

第三
n=123

第四
n=187

第五
n=198

広沢
n=56

北原
n=113

本町
n=153

下新倉
n=119

全体
n=1,287

満足 やや満足 どちらとも言えない やや不満 不満 無回答

20.0%

7.9%

2.8%

14.1%

17.0%

25.8%

4.9%

2.3%

11.0%

8.6%

13.2%

4.9%

14.8%

10.0%

7.8%

24.6%

5.7%

20.0%

0% 20% 40% 60%

駅までの移動が大変（自宅から遠い・坂がある・バスが不便など）

自宅からバス停までの距離が遠い

自宅からバス停までの坂がきつい

目的地までのバスがない

路線バスの本数が少ない

市内循環バスの本数が少ない

路線バスの運賃が高い

市内循環バスの運賃が高い

バスが時間通り来ない（到着しない）

タクシー料金が高い

タクシーを呼びにくい

タクシーの乗場がない

自転車駐車場が足りない

シェアサイクルのステーション（設置場所）が少ない

新たな交通サービスやシステムを検討して欲しい

自転車の走行環境が悪い

その他

無回答 n=1287
MA=2774
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標 高 

幅員別道路現況図 

60ｍ以上

～40ｍ

標　高

0m～

～10m

～20ｍ

～30m

資料：基盤地図情報 

和光市は低地と台地に区分さ

れ、市の北側には、市域の３分の

１を占める低地が広がっており、

高低差のある地形を形成してい

ます。市の南側には台地部が広

がり、比較的高低差のない地形

となっていますが、東側の白子川

周辺に高低差が見られます。 

市内の道路は、首都圏を連絡する

高速道路として東京外かく環状

道路及び首都高速 5 号線、本市

と周辺都市を結ぶ主要幹線道路

として国道298号、国道254号、

国道 254 号バイパス、主要地方

道練馬川口線等があります。 

市道は、土地区画整理事業を行

っているエリア等では幅員６ｍ以

上の道路となっている一方で、新

倉・下新倉・白子等の地域内は、

幅員６ｍ未満の狭隘な道路が多

く存在しています。 



18 

課題②： 将来的に大きく変化する人口分布や高齢化状況への対応が必要 

○将来推計人口によると、下新倉 2、4丁目と丸山台 2、3丁目に高い人口集積が見られる一方で、現

在人口密度の高い西大和団地や諏訪原団地等は、相対的に人口密度が低くなっています。 

○市内 3か所の土地区画整理事業が施行中であり、更なる住宅開発が想定されています。 

○将来的な人口重心の変化を見え据えた公共交通ネットワークのあり方の検討が必要です。 

○西大和団地、諏訪原団地等は、市内で最も高齢化率が高く、今後更に増加傾向が予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来推計人口の増減 2015年～2040年（100ｍメッシュ）及

び、土地区画整理事業等エリア 

資料：国勢調査（H27）、国立社会保障・人口問題研究所 
※国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V2
（H27国調対応版）」を使用 

高齢者人口分布 H27（100m メッシュ） 

資料：国勢調査（H27） 
※国土技術政策総合研究所「将
来人口・世帯予測ツール V2
（H27国調対応版）」を使用 

西大和団地 

諏訪原団地 

白子三丁目中央土地 
区画整理事業（施行中） 

中央第二谷中土地 
区画整理事業 
（施行済） 

駅北口土地 
区画整理事業 
（施行中） 

越後山土地区画 
整理事業（施行中） 

シーアイ 
ハイツ和光 

丸山台土地 
区画整理事業 
（施行済） 
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課題③： 駅周辺や新たな拠点整備に合わせた交通環境の改善やネットワーク

見直しが必要 

○和光市駅北口の駅前は、スペースが狭く、車両が待機できるスペースが十分ではない状況です。ま

た、一般車両が混雑する時間帯には、ロータリー内の移動や出入りに時間を要する状況です。和光

市駅南口は、出口交差点に信号がないため、遅延の発生に繋がっています。 

○和光市駅南口のバス乗場には、総合案内板が整備されているものの、乗場案内・番号表示が小さ

い、各バス停に表示されている時刻・路線案内が小さく分かりづらい等、交通拠点における情報提

供・利用案内面での課題があります。 

○和光市駅北口の駅前広場整備や再開発事業等に合わせた交通環境の改善検討が必要です。 

○市庁舎周辺における拠点整備・まちづくりとして、広沢複合施設整備、市庁舎にぎわいプラン、広沢

地区エリアマネジメント等に取り組んでいます。 

○外環蓋掛け上部利活用、新倉 PA周辺整備、自動運転サービス等、市内各所において交通実験・実

証の検討が進められています。また、和光北インターチェンジ周辺の活性化等に向けて、（仮称）和光

北インター東部地区土地区画整理事業や国道 254号和光バイパス整備の検討を重ねています。 

○既存の拠点（駅・病院・高校・公共施設等）や団地・住宅地に加え、新たな拠点（広沢複合施設等）

や利用者の需要を考慮した施設等を効率的に繋ぐネットワークの検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
市内における拠点整備及び交通実験・実証等 

和光市駅北口 
土地区画整理事業 

広沢複合施設整備 

市庁舎にぎわい 
プラン 

広沢地区 
エリアマネジメント 

和光市駅北口 
駅前広場整備等 

新倉 PA周辺整備 

外環蓋掛け 
上部利活用 
（丸山台地区） 

和光版 MaaS構想 
（自動運転サービス
導入事業） 

（仮称）和光北インター東部
地区土地区画整理事業 
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課題④： 拠点間を跨ぐ長大路線や利用の少ない路線・区間の見直しが必要 

○市内を運行する路線バスのうち、和光市駅⇔和光高校、和光市駅⇔司法研修所、和光市駅⇔埼玉

病院、成増駅⇔埼玉病院の区間は、運行本数が多く、利用者も多くなっています。また、白子～成増

駅間の利用も比較的多いです。 

○拠点間の短距離での利用が多い一方で、埼玉病院や和光高校周辺を跨いだ、和光市駅～成増駅

間を通しての利用はあまり見られません。途中に交通拠点を設けることで、利用実態に見合った効率

的な運行への見直しや、利用の多い区間のサービス向上（増便等）等の検討が必要です。 

○新型コロナウイルス感染症の流行前に比べ、利用者は７割程度まで減少しました。生活様式の変化

により、利用者は以前の水準に戻らないと考えられます。今後、路線や運行本数の維持が難しくなる

可能性があります。 

○乗務員不足は都市部でも進行しています。今後の公共交通事業の悪化を見据え、利用実態等を踏

まえた持続可能な公共交通網の構築が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和光市駅・成増駅発着の利用者の乗降バス停（令和 3年度路線バス利用者アンケート結果 ※調査時間：10～16時） 

和光市駅北口発着

の利用の約 90％ 

が和光市駅～和光 

高校周辺までの利用 

和光市駅 

成増駅 

和光高校周辺 

成増駅北口発着の

利用の約 85％が 

成増駅～白子三丁目

周辺までの利用 

白子三丁目周辺 

埼玉病院周辺 

和光市駅南口発着

の利用の約 98％ 

が和光市駅～埼玉病

院周辺までの利用 

成増駅南口発着の

利用の約 90％が 

成増駅～埼玉病院周

辺までの利用 
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課題⑤： 市内循環バスの利便性・効率性の改善が必要 

○市内循環バスは、市内の交通不便地域の解消や公共施設へのアクセス、高齢者の外出機会の創出

を目指して運行しており、一定の利用が見られます。 

○1 周の運行距離が長く、限られた車両台数（計 3 台）で運行できる運行本数が少ないことや、交通

渋滞等による定時性確保が困難といった課題があります。 

○利用が多い区間（住宅地⇔駅、駅⇔市役所周辺等）がある一方、ほとんど利用が見られない区間も

あります。 

○無料乗車証（70 歳以上の市民等）の利用者が全体の約 7 割を占めていることから、収支率は

10％前後と低い水準になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
市内循環バスのバス停別乗降者数（令和 2年度市内循環バス利用状況調査結果） 
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目的地までの所要時間

わかりやすい運行ルート

乗降のしやすさ

バス停までの距離の短さ

運行時間帯の適切さ 運賃のわかり易さ、手軽さ

運行本数の多さ

ドライバーの運転と対応

覚えやすい時刻表

時刻表通りの運行

車両のデザイン

1.0

2.0

3.0

1.0 2.0 3.0

高
い

←

重
要
度

→

低
い

（平均 1.8）

（平均 1.5）

低い ← 満足度 → 高い

(優先的課題領域）

（現状維持領域）（選択的課題領域）

（ニーズ充足領域）

一般 優待 計

平成28年度 58,405 108,824 167,229 51,780 8,110 15.7% 43,669

平成29年度 57,401 114,107 171,508 50,740 7,971 15.7% 42,769

平成30年度 59,185 116,578 175,763 48,142 8,218 17.1% 39,923

令和元年度 54,856 122,264 177,120 54,325 7,553 13.9% 46,772

令和2年度 33,872 76,228 110,100 53,094 4,633 8.7% 48,461

収入額

（千円）
収支率

市支出交付

金額（千円）

利用実績（人） 運行経費

（千円）

60,213 61,800 60,415 59,828
36,902

42,934 43,801 47,478 47,871

41,638

64,082 65,907 67,870 69,421

31,560

167,229 171,508 175,763 177,120

110,100

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000
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（人）

市内循環バスの利用・運行実績 

市内循環バスの利用実績の推移 

市内循環バスに対する重要度と満足度（令和 3年度市内循環バス利用者アンケート結果） 

市内循環バスの運行

内容等に対する評価

（3 段階）は、全項目

の平均で見ると、重

要度が 1.8、満足度

が 1.5 であり、不満

よりの意見が多くな

っています。 

重要度・満足度が共

に平均より高いのは、

「運賃のわかり易さ、

手軽さ」、「目的地ま

での所要時間」、「バ

ス停までの距離の短

さ」です。 

重要度が高く、満足

度が低いのは、「運

行本数の多さ」、「運

行 時 間 帯 の 適 切

さ」、「時刻表通りの

運行」であり、これら

は優先的に対応すべ

き課題となります。 
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Implementation Plan and Measures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．目標達成のための施策及び事業 
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４－１ 施策体系 

本計画の目標達成のために行う施策体系を次のとおり定めます。 

 

基本方針 計画の目標 施策体系 

市内の移動し

やすさ向上 

目標①：  

利便性の高い地域公共

交通軸の維持・充実 

施策 1： 路線バス等の維持・充実 

事業 1-1 新たな拠点整備等に合わせた路線整備 

事業 1-2 利用実態に見合った効率的な運行見直し 

目標②：  

拠点までの市内短距離

交通の充実 

施策 2： 市内循環バスの再編・見直し 

事業 2-1 移動ニーズに合ったコンパクトな運行への見直し 

事業 2-2 路線バスとの重複・競合の解消 

目標③：  

公共交通の空白・不便エ

リアの解消 

施策 3： 新たな交通手段の導入 

事業 3 小規模需要及び狭隘道路エリアへの新たな交通 

手段の導入 

目標④：  

誰もが迷わず分かりやす

い利用環境・情報提供 

施策 4： 総合的な情報提供・利用案内 

事業 4-1 公共交通のオープンデータ※化 

事業 4-2 情報提供ツールの作成 

事業 4-3 主要拠点における案内強化 

事業 4-4 MaaS※アプリ構築等の検討・研究 

（施策 7，施策 8 を ICT※技術の活用により統合） 

まちづくりと連

携した持続可

能な地域公共

交通 

目標⑤：  

交通サービスを提供する

ための基盤整備及び体

制構築 

施策 5： 交通空間・運行環境の整備 

事業 5-1 和光市駅北口周辺の交通空間・道路整備の推進 

事業 5-2 バス待ち環境の整備 

事業 5-3 車両のバリアフリー化 

施策 6： 市民・地域・民間企業等と共に考える場づくり 

事業 6-1 部会・研究会の継続・発展 

事業 6-2 地域・企業・学校等と連携したモビリティマネジ 

メント※ 

多様な移動に

よる地域活性

化 

目標⑥：  

多様な交通サービスの

有機的な連携 

施策 7： 多様な交通サービス等との連携 

事業 7-1 交通拠点における乗場・ダイヤ調整 

事業 7-2 公共交通とその他移動サービスの 

連携方策の検討・研究 

事業 7-3 公共交通と福祉施策の連携方策の検討・研究 

施策 8： 運賃施策 

事業 8-1 路線バスと市内循環バスの運賃格差の是正 

事業 8-2 市内循環バスの利用者（受益者）負担に基づく 

料金改定 

事業 8-3 乗り継ぎ運賃割引 

事業 8-4 市内公共交通等のサブスクリプション（定額制） 

化の検討・研究 
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４－２ 各事業の内容 

施策 1： 路線バス等の維持・充実 

市内の主要拠点間を結ぶ路線バスの維持・充実を図ります。 

 

■事業 1-1 新たな拠点整備等に合わせた路線整備                                

 新たな拠点整備等に合わせたバス路

線検討や新たなモビリティ導入（自動

運転サービス等）について、交通事業

者との協議・調整を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通軸（和光市駅～新倉 PA）における自動運転サービス導入の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動運転サービスの走行ルート及びプロジェクト関連施設（第 2回和光市未来技術地域実装協議会資料より抜粋） 

 

■事業 1-2 利用実態に見合った効率的な運行見直し                               

 交通事業者から減便や路線廃止等の相談があった場合には、交通事業者との協議・調整を

実施し、バス交通の維持に向けて必要な検討を行います。 

  

※今後、関係者

等との調整に

より変更とな

る場合があり

ます。 

市内拠点間の主な地域公共交通軸 
（和光市の地域公共交通ネットワークの将来イメージ） 

【実施主体：バス事業者、民間事業者、和光市】 

【実施主体：バス事業者、和光市】 

新倉 PA 

広沢複合施設 
・ 

市庁舎周辺 

成増駅 

埼玉病院 

和光市駅 

（仮称）和光北イン

ター東部地区内 

国道 254号 
和光バイパス 

自
動
運
転
サ
ー
ビ
ス 
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施策 2： 市内循環バスの再編・見直し 

市内住宅地から鉄道駅等の拠点までの短距離交通の充実を図ります。 

 

■事業 2-1 移動ニーズに合ったコンパクトな運行への見直し                         

 限られた台数の小型バスの運行によって市域全体をカバーすることには限界があることか

ら、市内循環バスの利用実態を見極めつつ、市民の移動ニーズに合った目的地（駅・病院・

スーパー等）を経由し、一定のサービス水準を確保できるコンパクトな運行内容への見直し

を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業 2-2 路線バスとの重複・競合の解消                                     

 市内循環バスの見直し等にあたっては、路線バスと重複・競合しない運行経路の設定や、乗

り継ぎ利用を想定した一体的な交通システム構築、運賃格差の是正等により、バス交通の

持続的な運行・運営を目指します。 

  

【市内循環バスの運行見直しの基本的考え方（案）】 

○小型バス車両による効率的な運行 

○1周 40～50分以内の小循環ルート 

○利用状況を考慮したバス停や区間の見直し 

○適正な運賃の検討 

市民の日用品の買い物移動（小学校区域／単位:人） 
（令和 3年度市民アンケート結果） 市内循環バスのルートと主な食料品スーパー 

【実施主体：和光市、バス事業者】 

【実施主体：和光市、バス事業者】 
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施策 3： 新たな交通手段の導入 

全ての市民の移動の自由の確保に向けて、鉄道駅までのアクセスがしづらく、バス交通の利

用が不便なエリア等を対象に、公共交通の空白・不便エリアの解消を図ります。 

 

■事業 3 小規模需要及び狭隘道路エリアへの新たな交通手段の導入                   

 

 市内循環バスのみではカバーできないエリアや移動需要の小さいエリア等については、車

両のダウンサイジングや新たな移動手段の導入等による対応を検討します。 

 新たな移動手段として、ワゴン車両等による乗合交通（定時定路線の乗合タクシー、AI オン

デマンド交通※等）やタクシー活用（一括定額運賃※、タクシー回数券、タクシー助成）、マイク

ロモビリティ※等の導入を検討します。 

 

【事例】地域住民（高齢者）向け AIオンデマンド交通の試験運行（会津若松市） 

○会津若松市の市街地エ

リアにおいて令和 2 年

度にワンボックス車両に

よる地域住民向け AIオ

ンデマンド交通の試験

運行を実施。 

○道路幅員が狭い等の交

通課題に対応。 

○同時に高齢者スマホ教

室も開催。 

 

【事例】定額タクシー実証実験（湯沢町） 

○湯沢町において令和 3年 7月 16日

～9月 12日の期間限定でMaaS乗

車券として「湯沢モビリティパス ユー

モ」の実証実験を実施。 

○実証実験では、シャトルバス乗り放題

に加え、小回り移動に便利な定額タク

シーを導入（一括定額運賃の制度を

活用）。 

○定額タクシーの料金は、1 週間券が

3,000 円（上限 4 回）、1 か月券が

8,000円（上限 12回）。 

 

 

 

 

  

湯沢モビリティパス ユーモ（MaaS乗車券） 

MyRide さわやか号（ダイナミックルーティングバス）のアプリ画面 

【実施主体：和光市、タクシー事業者等】 
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施策 4： 総合的な情報提供・利用案内 

デジタル・アナログ両面において、総合的な案内・誘導サインや情報発信を強化します。 

 

■事業 4-1 公共交通のオープンデータ※化                                       

 

 市内循環バス等の運行情報等のオープンデータ※化（GTFS-JP※・GTFS-RT※）を行い、

鉄道・路線バス・タクシー・シェアサイクル等との一体的な情報発信等の活用方法について、

国等の動向を見据えた検討を行います。なお、市内循環バス等へのバスロケーションシステ

ムの導入についても検討を行います。 
 

【事例】バスのオープンデータ化（朝霞市） 

○朝霞市では市内循環バス（わくわく号）標

準的なバス情報フォーマット（GTFS-JP）

をオープンデータとして公開。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業 4-2 情報提供ツールの作成                                            

 市内の公共交通等をより多くの市民・来訪者等に使ってもらうため、バス・タクシー・その他

移動手段や交通拠点等の情報を分かりやすく示した「総合案内マップ」、「地域別・方面別

マップ・時刻表」、「バス乗り方リーフレット」等の作成を行います。 
 

【事例】公共交通の総合的なガイドマップ（越谷市） 

○越谷市では、市内で運行

している鉄道、路線バス、

タクシー等の公共交通に

関する情報を掲載した

「こしがや公共交通ガイ

ドマップ」を作成。 

○掲載内容としては、乗り

場案内、サイクル＆バスラ

イド駐輪場の案内、鉄道・

バス・タクシーの乗り方案

内、路線図、バス待ちス

ポット、公共施設・観光ス

ポット等。 

GTFSデータのワンソースマルチユース 

（MoDip諸星氏講演資料より抜粋） 
朝霞市ホームページ 

こしがや公共交通ガイドマップの記事面・地図面 

【実施主体：和光市、バス・タクシー事業者・シェアサイクル事業者等】 

【実施主体：和光市、バス・タクシー事業者等】 
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新しい
生活様式
への対応

拠点間の
移動の

利便性向上

公共交通と
その他

移動サービス
の有効活用 外出機会の

創出と
健康促進

販路拡大
と

地域活性化

多様な交通モードを１つ
に束ねる

移動目的とも
結びつけ

観光

医療

福祉

商業

都市

教育

鉄道

バス

施設送迎
バス

タクシー

シェアサイクル

カーシェア

抱える課題の解決
（イメージ）

MaaSイメージ

生活交通の
確保・維持

■事業 4-3 主要拠点における案内強化                                         

 和光市駅等の主要拠点において、交通結節機能（乗場案内、乗継案内、行先表示等）を備

えた総合案内板、乗場案内サイン、バス停盤面等の整備・改善を行います。 
 

【事例】駅前バス乗場案内表示（福島市） 

○福島市では、駅前に案内板を設置し、方面別のバス案内や、

乗場の位置・番号等を分かりやすく表示。 

 

 

 

 

 

 

 

■事業 4-4  MaaSアプリ構築等の検討・研究 （施策 7，施策 8を ICT技術の活用により統合）  

 

 ICT技術を活用することで、市内の様々な公共交通等を一つの交通サービスとして束ねる

ためのツールとなる「MaaS アプリ」の構築について、国や他地域の動向や取組状況を踏ま

えて、導入効果や実現可能性等の検討・研究を行います。 

 高齢者等のスマートフォンに不慣れな方の利用促進のため、スマホ教室等のデジタルデバイ

ド※解消の取組も検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MaaS による課題解決のイメージ  

和光市駅南口バス乗場案内板 

【実施主体：和光市、鉄道・バス・タクシー事業者等】 

【実施主体：和光市、バス・タクシー事業者、民間事業者等】 

福島駅前バス乗場案内表示（左：案内板の路線図／右：乗場番号案内） 
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施策 5： 交通空間・運行環境の整備 

駅周辺やバス待ち環境の整備や、車両のバリアフリー化を推進します。 

 

■事業 5-1 和光市駅北口周辺の交通空間・道路整備の推進                         

 和光市駅北口駅前広場整備や和光市駅北口土地区画整理事業等にあわせて、駅前のバ

ス・タクシー等の乗場・転回・待機スペースの確保や駅周辺の道路整備を推進することによ

り、公共交通の安全で効率的な運行及び、定時性の確保に資する交通空間・運行環境の実

現を目指します。 

 公共交通空白不便地域におけるバス交通や新たな交通手段の導入に向けて、狭隘道路等

の計画的な整備や拡幅等について検討します。 

 

■事業 5-2 バス待ち環境の整備                                              

 路線バスや市内循環バスを安全・快適に利用できるバス待ち環境を整備します。 

 駅前等の拠点整備に合わせて、待合環境を整備します。 

 主要拠点以外の停留所に上屋やベンチ等を整備することは、導入時及び維持管理の費用

等の負担が大きくなることや、道路幅員等の物理的な要因により設置が困難な場所も多く

あるため、各停留所の現状や利用状況を調査して整備すべき箇所を整理します。 

 店舗・企業の用地や公共施設を活用した「バスまちスポット」を設定し、待合スペースの確

保、路線・時刻表の掲示、案内板等設置等を行います。 
 

「バスまちスポット」「まち愛スポット」の登録制度（埼玉県） 

○埼玉県では、出歩きやすいま

ちづくりの一環として、商店や

コンビニ、金融機関や公共施

設等に、バスを気軽に待てる

施設やバス停留所まで歩くと

きに休憩できる施設の登録制

度を運用。 

 
和光市内の「バスまちスポット」登録施設（令和 3年 11月現在） 

施設名 最寄りバス停名 

和光市役所 市内循環バス 「和光市役所」 

図書館 市内循環バス 「図書館前」 

図書館下新倉分館 市内循環バス 「下新倉小学校」 

中央公民館 市内循環バス 「中央公民館」 

南公民館 市内循環バス 「南公民館」 

白子コミュニティセンター 市内循環バス 「白子コミセン」 

牛房コミュニティセンター 市内循環バス 「牛房コミセン」 

新倉北地域センター 市内循環バス 「新倉氷川神社」 

白子宿地域センター 市内循環バス 「白子宿地域センター」 

 

■事業 5-3 車両のバリアフリー化                                             

 交通事業者と連携・調整して、車両更新等に合わせて低床バスや UD※タクシー等の導入推

進を検討します。  

「バスまちスポット」「まち愛スポット」の協力施設ステッカー 

和光市役所の「バスまちスポット」 

【実施主体：和光市】 

【実施主体：和光市、バス事業者、埼玉県】 

【実施主体：バス・タクシー事業者】 
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施策 6： 市民・地域・民間企業等と共に考える場づくり 

市民・地域・交通事業者等との協働の取組を推進します。 

 

■事業 6-1 部会・研究会の継続・発展                                          

 和光市地域公共交通事業者部会を活用して、

路線再編や駅前広場整備等に関する情報共

有・協議・調整を行っていきます。 

 和光市公共交通研究会において、市内循環バ

スの見直し検討や利用環境の改善等をテーマ

に、市民との協働の取組を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業 6-2 地域・企業・学校等と連携したモビリティマネジメント※                      

 

 公共交通をかしこく利用するための意識変化を促す「モビリティマネジメント※手法」を用い

て、地域や企業・学校等の多様な主体に働きかけ、協働しながら取組を検討します。 
 

モビリティマネジメント※の実施イメージ 

区 分 対 象 概 要 

学校 生徒 
○高校生等を対象に、学校側の協力を得ながら、入学時に情報提供や働
きかけを実施し、通学等の移動に公共交通を利用する意識を醸成 

企業 
（通勤） 

就労者 
・企業 

○市内に立地する企業やその就労者を対象に、情報提供や働きかけを実
施し、通勤時や業務時間等の自動車利用を抑制する意識を醸成 

居住者 居住者 
○公共交通の大幅な見直しを実施する地域の居住者等を対象に、情報提
供や働きかけを実施し、日常の移動に公共交通を利用する意識を醸成 

転入者 転入者 
○市外からの転入者を対象に、情報提供や働きかけを実施し、公共交通を
利用したライフスタイルを提案 

 

【事例】モビリティマネジメントの 

日本における取組 

○茨城県では高校新入生の入学

説明会時にリーフレットを配布。 

○宇治市では交通渋滞緩和等を

目的に、通勤交通を対象とした

モビリティマネジメント（講演会・

情報配布・WEB による交通行

動診断等）を実施。 

和光市地域公共交通事業者部会の様子 和光市公共交通研究会の様子 

【実施主体：和光市、バス・タクシー事業者、市民等】 

【実施主体：和光市、バス・タクシー事業者、地域・企業・学校等の関係団体・施設】 

※出典：「モビリティ・マネジメント教育のすす
め」（交通エコロジー・モビリティ財団発行） 高校・企業と連携したモビリティマネジメントの取組 
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施策 7： 多様な交通サービス等との連携 

市内に存在する既存の公共交通（鉄道、路線バス、市内循環バス、タクシー）や新たな移動

手段等との連携を図り、市民・来訪者の移動の利便性・自由度を高めます。 

また、公共交通以外のシェアサイクルや福祉交通、施設送迎バス等の様々な移動手段との

連携方策についても検討・研究を行います。 

 

■事業 7-1 交通拠点における乗場・ダイヤ調整                                   

 施策１・２・３の実施に合わせて、和光市駅等の交通拠点においてバス交通（路線バス、市内

循環バス等）を乗り継いで目的地へ移動できるよう、乗場設定やダイヤ調整を行います。 

 

■事業 7-2 公共交通とその他移動サービスの連携方策の検討・研究                   

 

 和光市駅等の交通拠点において、公共交通と施設送迎バス等を乗り継いで利用できるよう

にすることで、公共交通のみではアクセスしづらい目的地等への移動手段確保についても

検討します。 

 自転車や自家用車の駅周辺への流入抑制・混雑緩和のため、サイクル＆バスライド※を検討

します。また、シェアサイクル※等と公共交通の連携を図るため、駅やバス停付近、主要な生

活施設、また公共交通空白地域内に計画的にサイクルポートを配置します。 

 

名 称 経 路 

高 齢 者

福祉セン

ター無料

送 迎 バ

ス 

南 

高齢者福祉センター→越

後山→埼玉病院入口→白

子コミセン前→和光市駅

（東横イン前）→西大和団

地→高齢者福祉センター 

北 

高齢者福祉センター→新

倉小学校前→吹上→白子

宿地域センター→埼玉病

院→和光市駅（東横イン

前）→高齢者福祉センター 

菅野病院無

料送迎バス 

菅野病院～和光市駅 

※新型コロナウイルス感染

防止対策の為、運行を中

止している（令和3年11

月現在） 

極楽湯送迎

バス 

極楽湯→和光市駅（東横イ

ン前）→成増駅→極楽湯 

レインボーモ

ータースクー

ル 

新座～志木～朝霞台～朝

霞～和光市駅～レインボー

モータースクール 

 

■事業 7-3 公共交通と福祉施策の連携方策の検討・研究                           

 

 高齢者や障害者等の外出機会創出のため、福祉施策との連携等について、福祉担当部局

と協議・研究を行います。  

シェアサイクルステーションの設置状況 

市内の施設送迎バスの主な運行実態 

【実施主体：和光市、バス事業者】 

【実施主体：和光市、バス・タクシー事業者、民間企業・施設、シェアサイクル事業者等】 

【実施主体：和光市（公共交通政策室、福祉担当部署）、福祉関係団体等】 
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施策 8： 運賃施策 

市内の多様な交通サービス同士が使いやすく、持続可能な運賃体系を検討します。 

 

■事業 8-1 路線バスと市内循環バスの運賃格差の是正                             

 市内循環バスの運賃は 150円（小人

80円）、市内を運行する路線バスは初

乗り 180円（小人 90円）～210円

です。重複区間（和光市駅～埼玉病院

等）において、路線バスの運賃より市内

循環バスの方が安く、運賃格差がみら

れます。 

 和光市全体の持続可能な公共交通を

目指すため、市内循環バスの運賃を路

線バスの初乗り運賃並みにすることで

運賃格差の是正を検討します。 

 

 

 

 

 

 

■事業 8-2 市内循環バスの利用者（受益者）負担に基づく料金改定                    

 

 乗客全体に占める「無料乗車証（７０歳以上の市民等）」の利用者は、約７割です。今後は、

利用者（受益者）の負担による一定の事業性確保を通し、持続可能な運行や利便性向上を

検討します。 

 

■事業 8-3 乗り継ぎ運賃割引                                               

 施策１・２・３の実施に合わせて、和光市駅等の交通拠点において市内循環バス同士や、路

線バスと市内循環バスを乗り継いで目的地へ移動する際の運賃負担を軽減するため、乗り

継ぎ運賃割引の導入を検討します。 

 

■事業 8-4 市内公共交通等のサブスクリプション（定額制）化の検討・研究              

 

 市内の様々な公共交通等を、一つの交通サービスとして利用者に提供するための運賃・料

金施策として、市内バス運賃の一律化又は上限設定や、路線バス・市内循環バス等の市内

共通フリー乗車券、バス・タクシー・シェアサイクル※等を束ねた料金設定等について、導入効

果や実現可能性等の検討・研究を行います。 

  

和光市駅発着の主な市内区間のバス運賃 

【実施主体：和光市、バス事業者】 

【実施主体：和光市、バス事業者】 

【実施主体：和光市、バス事業者】 

【実施主体：和光市、バス・タクシー事業者、、民間事業者等】 

和光市駅～ 
和光高校：200円 

和光市駅～ 
埼玉病院：180円 

和光市駅～ 
新東埼橋：210円 

和光市駅～ 
しらこ保育園：210円 

和光市駅～ 
二軒新田：180円 

和光市駅～ 
ＳＧリアルティ和光：180円 

市内循環バス 
市内全域：150円 
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４－３ 事業の実施スケジュール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 事業 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年

施策１
路線バス等
の維持・充
実

事業1-1 新たな拠点整備等に合わ
せた路線整備

事業1-2 利用実態に見合った効率
的な運行見直し

施策２
市内循環バ
スの再編 ・
見直し

事業2-1 移動ニーズに合ったコンパ
クトな運行への見直し

事業2-2 路線バスとの重複・競合の
解消

施策３
新たな交通
手段の導入

事業3 小規模需要及び狭隘道路エ
リアへの新たな交通手段の導入

施策4
総合的な情
報提供・利
用案内

事業4-1 公共交通のオープンデー
タ化

事業4-2 情報提供ツールの作成

事業4-3 主要拠点における案内強
化

事業4-4 MaaSアプリ構築等の検
討・研究

施策5
交通空間・
運行環境の
整備

事業5-1 和光市駅北口周辺の交通
空間・道路整備の推進

事業5-2 バス待ち環境の整備

事業5-3 車両のバリアフリー化

施策6
市民・地域・
民間企業等
と共に考え
る場づくり

事業6-1 部会・研究会の継続・発展

事業6-2 地域・企業・学校等と連携
したモビリティマネジメント

施策7
多様な交通
サービス等
との連携

事業7-1 交通拠点における乗場・ダ
イヤ調整

事業7-2 公共交通とその他移動
サービスの連携方策の検討・研究

事業7-3 公共交通と福祉施策の連
携方策の検討・研究

施策8
運賃施策

事業8-1 路線バスと市内循環バス
の運賃格差の是正

事業8-2 市内循環バスの利用者
（受益者）負担に基づく料金改定

事業8-3 乗り継ぎ運賃割引

事業8-4 市内公共交通等のサブス
クリプション（定額制）化の検討・研究

【1期】社会実装実験準備

【2期】社会実装実験準備

情報収集・協議調整・検討

評価検証・見直し
実施計画・準備

評価検証・見直し
実施計画・準備

実施（適宜）

検討・実施

検討・実施（適宜）

調査・検討・実施

調査・検討・実施

評価検証・見直し

調査・検討・実施

調査・検討・実施

調査・検討・実施
実施（市内循環バス）

評価検証・見直し

調査・検討・実施

調査・検討・実施

調査・検討・実施

検討・実施（適宜）
実施

調査・検討・実施

調査・検討・実施

準備

実施計画・準備

実施計画・準備

評価検証・見直し・本運用

実証運行計画・準備
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Evaluation Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．計画の推進及び評価方法 
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５－１ 計画の推進体制 

本計画を進めるにあたって、「地域（住民・民間等）」「交通事業者」「行政」の 3 者が連携

し、一体となり、計画目標の達成に向け取り組むとともに、それぞれの役割を確認しながら持続

可能な交通体系の構築を目指します。 

本計画の推進は、「和光市地域公共交通会議」が行います。 

本計画に位置付けられた各施策・事業の実施に向けては、「和光市地域公共交通事業者

部会」のメンバーを基本としつつ、各種テーマに応じたメンバーで協議・調整を行っていきます。

必要に応じて会議構成員以外の関係者の参画を求めます。 

市民との「和光市公共交通研究会」において、市内循環バス等の見直し検討や情報提供・

案内の検討、市民意見のフィードバックを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

和光市地域公共交通会議

●地域公共交通計画の策定及び見直し
●地域公共交通計画の実施に関する協議及び連絡調整
●地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施及び進行管理

和光市地域公共交通事業者部会

●路線バス及びタクシー、市内循環バスの
改善・見直し
●走行環境、駅前の交通空間 など

和光市公共交通研究会

●市内循環バス等に関する意見交換
●分かりやすい情報提供・案内
●市民の声を会議にフィードバックなど

＝「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」 に基づく協議会
＝「道路運送法」 に基づく協議会



37 

５－２ PDCAサイクルによる評価・検証 

本計画は、計画策定（Plan）、施策・事業の実施（Do）、モニタリング・評価（Check）、見直

し・改善（Action）を繰り返す PDCAサイクルの考え方により推進していきます。 

毎年度の施策・事業の実施・評価・見直しという短期の PDCA サイクルと、計画期間を通し

ての長期の PDCAサイクルにより、計画の推進及び進捗管理を行っていきます。 

 

【毎年度の短期の PDCAサイクル及び、計画期間を通しての長期の PDCAサイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年間のスケジュール（案）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

地域公共交
通会議等の
開催

計画に基づき
実施する内容

関連する行事

施策・事業の実施 D
準備

交通会議① 交通会議②

部会・研究会（適宜）

施策・事業の
モニタリング C

次年度への
見直し検討 A

前年度を踏ま
えた事業計画 P

次年度予算要求

次年度の事業
計画の具体化 P

令和４年
（1年目）

令和5年
（２年目）

令和6年
（３年目）

令和7年
（４年目）

令和8年
（５年目）

施策・事業の
実施

施策・事業の
モニタリング・
評価

計画の評価
指標のモニタ
リング・評価

計画の見直し
検討・改訂

実施準備 実施準備 実施準備 実施準備実施準備

次期計画の検討

D D D D D

評価
指標

C

A・ P

評価
指標

C 評価
指標

C 評価
指標

C 評価指標・
計画の評価

C

C A・P C A・P C A・P C A・P C

必要に応じて計画変更 A・P

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

地域公共交
通会議等の
開催

計画に基づき
実施する内容

関連する行事
第三者
評価委
員会

施策・事業の実施 D
準備

交通会議① 交通会議②

部会・研究会（適宜）

施策・事業の
モニタリング C

次年度への
見直し検討 A

前年度を踏ま
えた事業計画 P

次年度予算要求

次年度の事業
計画の具体化 P
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５－３ 評価指標・数値目標 

（１）評価指標及び数値目標の設定 

本計画の達成状況を評価するための評価指標及び数値目標を次のとおり定めます。 

 

基本方針 計画の目標 評価指標 現状値 目標値 測定方法 

市内の移

動しやす

さ向上 

目標①：  

利便性の高

い地域公共

交通軸の維

持・充実 

路線バスの年

間利用者数 

3,157千人/年 

（令和 2年度） 

5,000千人/年 

（令和７年度） 

バス事業者からの

提供データを集計 

目標②：  

拠点までの

市内短距離

交通の充実 

市内循環バス

の利用者数 

110千人/年 

（令和 2年度） 

181千人/年 

（令和７年度） 

バス事業者からの

提供データを集計 

市内循環バス

の収支率 

8.7％ 

（令和 2年度） 

約 35％ 

（令和７年度） 

バス事業者からの

提供データを集計 

目標③：  

公共交通の

空白 ・不便

エリアの解

消 

公共交通空

白・不便エリ

アの居住人口

の割合 

28.4％ 

（令和 3年度） 

約 10％ 

（令和 8年度） 

GIS 等でバス停カ

バーエリア外の人

口を求め、全人口に

対する割合を算出 

まちづくり

と連携し

た持続可

能な地域

公共交通 

目標④：  

誰もが迷わ

ず分かりや

すい利用環

境 ・情報提

供 

オープンデー

タ化率 

35％ 

（令和 3年度） 

約 44％ 

（令和 8年度） 

市内バス路線のう

ち、オープンデータ

化済みの路線の割

合を算出 

情報提供等の

整備箇所数 

1箇所 

（令和 3年度） 

4箇所 

（令和 8年度） 

整備した箇所数を

累計して算出 

市民の満足度 29.4％ 

（令和 3年度） 

約 40％ 

（令和 8年度） 

市民アンケートで計

測 

目標⑤：  

交通サービ

スを提供す

るための基

盤整備及び

体制構築 

交通空間の整

備箇所数 

― 5箇所 

（令和 8年度） 

整備した箇所数を

累計して算出 

部会・研究会

等の開催回数 

― 10回 

（令和 8年度） 

開催回数を累計し

て算出 

モビリティマ

ネジメント実

施回数 

― 5回 

（令和 8年度） 

実施回数を累計し

て算出 

多様な移

動による

地域活性

化 

目標⑥：  

多様な交通

サービスの

有機的な連

携 

主要拠点での

バス同士の平

均 待 ち 時 間

（和光市駅で

埼玉病院方面

へ乗り継ぐ場

合） 

約 30分 

（令和 3年度） 

約 10分 

（令和 8年度） 

路線バス・市内循

環バス等の時刻表

から、乗り継ぎ時の

平均待ち時間を算

出 
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（２）指標の算出方法と目標値の設定方法 

【路線バスの年間利用者数】 

指標の算出方法 

 交通事業者の提供資料により、和光市内を運行する路線バスの年間利用

者数の合計を算出します。 

 人口動態により影響を考慮するため、人口 1 人あたりのバスの年間利用回

数を算出します。 

 対象とする路線は以下のとおりです。 

現況値・目標値 

 新型コロナウイルスの影響を受ける前の「市民 1人あたりの利用回数」を維

持することとし、将来人口が増加することを加味して、年間利用者数は微増

を目標値とします。 

 

対象路線一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※成増駅発着の西武バス及び国際興業バスの路線は、和光市内のバス停数が少ないため対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況値・目標値（路線バスの年間利用者数） 

  

起点 主な経由地 終点 運行事業者

和01 司法研修所循環・二軒新田 和光市駅南口 西大和団地・司法研修所 和光市駅南口 東武バスウエスト

和03 和光高校循環 和光市駅北口 新倉坂下・和光高校 和光市駅北口 東武バスウエスト

和06 成増駅南口（西大和団地経由） 成増駅南口 西大和団地・（埼玉病院） 和光市駅南口 東武バスウエスト

和08 裁判所職員総合研修所 和光市駅南口 西大和団地 裁判所職員総合研修所 東武バスウエスト

和09 埼玉病院 和光市駅南口 西大和団地 埼玉病院 東武バスウエスト

和13 自衛隊朝霞門 和光市駅南口 本町小学校 自衛隊朝霞門 東武バスウエスト

和14 SGリアルティ和光 和光市駅北口 SGリアルティ和光 東武バスウエスト

増07 宮本循環 成増駅北口 宮本・南市場 成増駅北口 東武バスウエスト

増09 成増駅北口（吹上観音下経由） 成増駅北口 吹上観音下・新倉坂下 和光市駅北口 東武バスウエスト

増10 成増駅北口（吹上観音下経由） 成増駅北口 吹上観音下・新倉坂下 和光市駅南口 東武バスウエスト

増32 南大和 成増駅南口 （埼玉病院） 南大和 東武バスウエスト

泉39 和光市駅南口（丸山台）大泉学園駅行 和光市駅南口 司法研修所 大泉学園駅北口 西武バス

泉39-1 和光市駅南口→駅入口→大泉学園駅行 和光市駅南口 司法研修所 大泉学園駅北口 西武バス

和40 和光市駅南口～長久保行 和光市駅南口 司法研修所 長久保 西武バス

泉33 成増駅南口～大泉学園駅北口行 成増駅南口 埼玉病院入口、長久保 大泉学園駅北口 西武バス

泉34 成増駅南口～長久保行 成増駅南口 埼玉病院入口 長久保 西武バス

石02 成増駅南口～石神井公園駅北口 成増駅南口 白子向山、比丘尼橋 石神井公園駅北口 西武バス

系統番号 路線名
運行概要
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和7年度

年間利用者数

市民1人あたり利用回数

（千人） （回/人）
現状維持 

微増 
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【市内循環バスの利用者数】 

指標の算出方法 

 交通事業者の提供資料により、市内循環バスの年間利用者数の合計を算

出します。 

 人口動態により影響を考慮するため、人口 1 人あたりのバスの年間利用回

数を算出します。 

現況値・目標値 

 市内循環バスの利便性を向上させることによる利用者増加を見込む一方、

料金改定（一般・優待）に伴う利用者減少の可能性を考慮します。 

 新型コロナウイルスの影響を受ける前の「市民 1人あたりの利用回数」を維

持することとし、将来人口が増加することを加味して年間利用者数は微増を

目標値とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況値・目標値（市内循環バスの利用者数） 

 

【市内循環バスの収支率】 

指標の算出方法 
 交通事業者の提供資料により、市内循環バスの収入額を運行経費で除して

算出します。 

現況値・目標値 
 市内循環バスの利便性を向上させることによる利用増加及び、料金改定

（一般・優待）による収入増加によって、収支率の増加を目標値とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況値・目標値（市内循環バスの収支率） 
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【公共交通空白・不便エリアの居住人口の割合】 

指標の算出方法 

 総人口に対する公共交通空白地域（鉄道・バス停 300m 圏外のエリア）の

人口の割合と、総人口に対する公共交通不便地域（バス停 300m圏内にお

いて１日の運行本数が上下合わせて 24 本未満のエリア）の人口の割合を

算出します。 

現況値・目標値 

 市内循環バスの再編・見直しにより公共交通不便地域を概ね解消するとと

もに、新たな交通手段導入により公共交通空白地域を解消することにより、

公共交通空白・不便エリアの居住人口の割合の減少を目標値とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況値・目標値（公共交通空白・不便エリアの居住人口の割合） 

 

【オープンデータ化率】 

指標の算出方法 

 交通事業者及び市の提供資料により、市内の路線バスの運行情報（時刻表

や運行経路等の静的情報）のオープンデータ化（GTFS）状況を把握し、全

路線に占めるオープンデータ化した路線の割合を算出します。 

現況値・目標値 
 市内循環バスのオープンデータ化を進めることで、市内公共交通のオープン

データ化率の増加を目標値とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況値・目標値（オープンデータ化率） 
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【情報提供等の整備箇所数】 

指標の算出方法 
 情報提供等（総合案内板、乗場案内サイン、バス停盤面等）の整備・改善を

行った箇所数より算出します。 

現況値・目標値 

 市内の主要拠点のうち、「和光市駅」「埼玉病院」「広沢複合施設・市庁舎

周辺」において情報提供等の整備・改善を行うことで、情報提供等の整備

箇所数の増加を目標値とします。 

 現況値は 1 箇所（和光市駅南口）、目標値は 4 箇所（和光市駅南口、和光

市駅北口、広沢複合施設・市庁舎周辺、埼玉病院）とします。 

 

【市民の満足度】 

指標の算出方法 
 市民アンケートの実施により、公共交通（シェアサイクル含む）に対する満足

度を算出します。 

現況値・目標値 

 公共交通に対する不満・改善意見として大きな割合を占めている「市内循

環バスの本数が少ない」「駅までの移動が大変」等の解消を図ることで、市

民の満足度の増加を目標値とします。 

 現況値は 29.4％、目標値は約 40％とします。 

 

【交通空間の整備箇所数】 

指標の算出方法 
 主要拠点のバス乗場整備や「バスまちスポット」等のバス待ち環境の整備

等、整備した箇所数を累計して算出します。 

現況値・目標値 
 和光市駅北口駅前広場整備や「バスまちスポット」等、年 1 か所以上の整

備を行うものとし、累計 5箇所を目標値とします。 

 

【部会・研究会等の開催回数】 

指標の算出方法 
 「和光市地域公共交通事業者部会」及び「和光市公共交通研究会」の開

催回数を累計して算出します。 

現況値・目標値 
 部会及び研究会を年に各 1回以上開催するものとし、累計 10回を目標値

とします。 

 

【モビリティマネジメント実施回数】 

指標の算出方法 
 各主体と連携した利用促進（モビリティマネジメント）の実施件数を累計して

算出します。 

現況値・目標値  年 1回以上実施するものとし、累計 5回を目標値とします。 

 

【主要拠点でのバス同士の平均待ち時間】 

指標の算出方法 

 路線バス・市内循環バス等の時刻表より、市内循環バス（北コース）で和光

市駅に到着後、市内循環バス（中央コース、南コース）又は路線バスに乗り

継いで埼玉病院方面へ行く場合の平均待ち時間を算出します。 

現況値・目標値 

 市内循環バスの再編・見直しにより、起終点を和光市駅に変更してダイヤ調

整を行うことで、基本的に全便の乗り継ぎ時間が短縮されることから、主要

拠点でのバス同士の平均待ち時間の減少を目標値とします。 

 現況値は約 30分、目標値は約 10分とします。 
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１ 策定の経緯 

（１）策定体制 

【和光市地域公共交通会議の構成員】                                        令和 3年 11月現在 

区 分 所属・役職 委 員 備考 

 和光市長 和光市長 柴﨑 光子  

第１号 学識経験を有する者 福島大学 経済経営学類 准教授 吉田 樹 会 長 

第２号 

公共交通事業者の代表

者又はその指名を受け

た者 

東武鉄道株式会社 事業本部計画管理部  

課長 
小瀧 正和  

東武バスウエスト株式会社 運輸統括部  

業務課 課長 
山科 和仁  

西武バス株式会社 計画部 計画課長 秦野 凌  

国際興業株式会社 運輸事業部  

運輸企画課 課長 
久武 雅人  

有限会社大和タクシー 課長 田中 和徳  

一般社団法人埼玉県バス協会 専務 関根 肇  

一般社団法人埼玉県乗用自動車協会 

専務理事 
高原 昭  

第３号 
公共交通事業者等の組

織する団体 
東武労働組合 運転士 真家 正人  

第４号 関係行政機関の職員 

関東運輸局埼玉支局 総務企画部門 

主席企画運輸専門官 
小川 ゆかり  

埼玉県企画財政部交通政策課 主査 西野 利彦  

埼玉県朝霞県土整備事務所 道路部長 三谷 健太郎  

朝霞警察署 交通課長 北島 隆孝  

第５号 地域公共交通の利用者 

市民公募委員 三瓶 岩根  

市民公募委員 関口 泰典  

市民公募委員 平山 洋子  

市民公募委員 松永 安正  

市民公募委員 矢内 葉子  

第６号 市職員 

和光市企画部長 中蔦 裕猛  

和光市保健福祉部長 大野 久芳  

和光市建設部長 漆原 博之 副会長 

第７号 

前各号に掲げるものの

ほか、市長が必要と認

める者 

シナネンモビリティ＋株式会社 営業部 部長 大島 哲也  

和光市自治会連合会 会長 木田 亮  

和光市社会福祉協議会 常務理事 荒木 保敏  

 

【和光市地域公共交通事業者部会の構成員】                                  令和 3年 11月現在 

所属・役職 委 員 備考 

福島大学 経済経営学類 准教授 吉田 樹 部会長 

東武バスウエスト株式会社 運輸統括部  業務課 課長 山科 和仁  

西武バス株式会社 計画部 計画課長 秦野 凌  

国際興業株式会社 運輸事業部運輸企画課 課長 久武 雅人  

有限会社大和タクシー 課長 田中 和徳  
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（２）策定までの経緯 

年度 月 会議・部会・研究会等 実態調査・市民意見等 

令
和
２
年
度 

9,10月  ○関係者ヒアリング 

11月 ■第 1回 和光市公共交通研究会 

○市の公共交通の現状・取り組みの説明 

○講演 「地域に合った公共交通について」 

○市民ワークショップ 

○市内循環バス利用状況

調査 

12月 和光市地域公共交通会議の設置（条例）  

2月 ■第 1回 和光市地域公共交通会議 

○地域公共交通計画の策定について 

○地域公共交通に関する現況把握調査について 

○地域公共交通の概況について 

○地域公共交通研究会の開催について（報告） 

 

令
和
３
年
度 

5月 ■第 2回 和光市地域公共交通会議 

○公共交通政策室の新設について（報告） 

○令和２年度 和光市内循環バスの運行実績報告 

○実態・ニーズ把握調査の実施について 

 

6月  ○民生委員等アンケート 

7月 ■第 2回 和光市公共交通研究会 

○フィールドワーク（市内循環バスへの乗車、駅前のバ

ス乗場の確認等） 

○市内公共交通に関する意見交換 

○市民アンケート 

○公共交通利用者アンケ

ート（路線バス、市内循

環バス、タクシー） 

8月 ■第 1回 和光市地域公共交通事業者部会 

○和光市地域公共交通事業者部会の位置付け 

○地域公共交通計画策定に係る方針等 

○自動運転導入事業について 

○市民意向調査速報 

 

 ■第 3回 和光市地域公共交通会議 

○地域公共交通計画策定に係る方針等 

○自動運転サービス導入における運営予定事業者の

選定について 

○第２回地域公共交通研究会の実施について 

○市民アンケート調査 

 

 ■第 3回 和光市公共交通研究会 

○市内循環バスについて 

 

9月 ■第 4回 和光市公共交通研究会 

○市内循環バスの運行ルート見直し案 

○関係者ヒアリング 

10月 ■第 2回 和光市地域公共交通事業者部会 

○和光市地域公共交通（素案）について 

○高校ヒアリング 

○市民インタビュー 

 ■第 5回 和光市公共交通研究会 

〇和光市内循環バス運行上の課題整理について 

 

11月 ■第 4回 和光市地域公共交通会議 

○地域公共交通計画（素案）について 

 

12月  ○パブリックコメント 

○住民説明会 1月 ■第 3回 和光市地域公共交通事業者部会 

○地域公共交通計画（案）について 

2月 ■第 5回 和光市地域公共交通会議 

○地域公共交通計画（案）について 

 

3月   
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２ 実態・ニーズ調査の実施概要 

（１）市内循環バス利用状況調査 

市内循環バス利用者の利用区間を把握するため、3 コースについて、OD調査を実施しました。 

項 目 内 容 

調査対象 平・土・日曜日における市内循環バス 3 コースの全利用者 

調査方法 調査員が利用者の乗車時に調査カードを手渡し、降車時に回収 

調査項目 ○乗車降車バス停  ○性別・年齢  ○市内循環バスの利用状況  ○乗り換え有無 

 

（２）地域公共交通に関する市民アンケート 

市民の日常的な移動実態（目的地・移動手段・頻度・時間帯等）や公共交通に対する意向等につい

て把握するため、16歳以上の市民を対象としたアンケートを実施しました。 

項 目 内 容 

調査対象 和光市に在住の方（1６歳以上） 

配布・回収方法 郵送配布・郵送回収 

配布・回収数 
配布数：３，０００票 

回収数：1,287票（郵送回収:960票／WEB回答:327票）  回収率 42.9％ 

調査項目 ○回答者の属性  ○日常生活の移動実態  ○公共交通の利用状況、評価・改善意見 

 

（３）民生委員アンケート 

交通弱者（高齢者や子育て世代等）の生活実態及び外出時の困りごと・問題点等、市民の「生の声」

を把握するため、民生委員を対象としたアンケートを実施しました。 

項 目 内 容 

調査対象 市内各地区の民生委員児童委員 92名 

配布・回収方法 民生委員が出席する会議等において趣旨説明・配布し、郵送回収 

配布・回収数 配布数：92票  回収数：60票  回収率 62.2％ 

調査項目 ○担当区域について  ○交通弱者の日常生活の移動実態  ○困っていることや要望 

 

（４）鉄道駅における路線バス利用者アンケート 

路線バスの市域内利用状況や乗継利用の実態（区間・時間帯・頻度・目的・支払方法等）、利用者

からの評価・問題点・改善要望等を把握するため、鉄道駅バス停において路線バス利用者を対象とし

たアンケートを実施しました。 

項 目 内 容 

調査対象 
平日の 10 時～16 時に鉄道駅（和光市駅・成増駅）のバス乗り場においてバスを待っ

ている利用者 

配布・回収方法 バス乗場で配布し、郵送回収 

配布・回収数 配布数：499票  回収数：138票  回収率 27.7％ 

調査項目 ○回答者の属性  ○路線バスの利用実態  ○利用者の評価 
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（５）市内循環バス利用者アンケート 

令和 2 年度調査で把握した利用実態を補足するとともに、利用者からの評価・問題点・改善要望等

を把握するため、市内循環バス利用者を対象としたアンケートを実施しました。 

項 目 内 容 

調査対象 主要バス停（和光市駅・和光市役所・埼玉病院）において乗降する利用者 

配布・回収方法 バス乗場で配布し、郵送回収 

配布・回収数 配布数：135票  回収数：72票  回収率 53.3％ 

調査項目 ○回答者の属性  ○市内循環バスの利用実態  ○利用者の評価、改善意見等 

 

（６）タクシー利用者アンケート 

市内におけるタクシー利用者の属性や乗降地点、利用目的等の利用実態に加え、市内でタクシーを

利用する際の不満点等を把握するため、タクシー利用者を対象としたアンケートを実施しました。 

項 目 内 容 

調査対象 市内のタクシー利用者 

配布・回収方法 
①調査員が和光市駅タクシー乗場で利用者に調査票を配布し、郵送回収 

②タクシー乗務員による配布、郵送回収 

配布・回収数 配布数：504票（乗場：84票／乗務員：420票）  回収数：68票  回収率：13.5％ 

調査項目 ○回答者の属性  ○タクシーの利用実態  ○タクシーサービスの改善意見等 

 

（７）市民インタビュー 

課題地域における課題の深堀りや今後の新たな施策検討のため、ターゲット（高齢者や子育て世代）

を絞って市民インタビューを実施しました。 

項 目 内 容 

調査対象 課題地域における高齢者及び子育て世代 

調査方法 
自治会（協和会・白三西牛房）及び子育て世代包括支援センター（北・南）を訪問し、

聞き取り 

意見収集結果 
自治会：35名（協和会：11名／白三西牛房：24名） 

子育て世代包括支援センター：17名（北：8名／南：9名） 

調査項目 ○日常のお出かけについて  ○公共交通に関する困りごと  ○回答者の属性 

 

（８）関係者ヒアリング 

上位関連計画における公共交通の位置付け・役割や、地域公共交通の現状の課題や問題点、留意

すべき点等を把握するために、関係者ヒアリングを実施しました。 

○庁内関係課：政策課、資産戦略課、都市整備課、駅北口土地区画整理事業事務所、駅北口地区

高度利用化推進室、社会援護課、地域包括ケア課、長寿あんしん課、保育施設課 

○交通事業者：東武バスウエスト、西武バス、大和タクシー、シナネンモビリティ PLUS、オープンストリート 

○有識者：吉田樹准教授（福島大学 経済経営学類 准教授） 

○市内高校：和光高校、和光国際高校 
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3 用語解説 
本文中に「※」を記した用語を解説する。 

 

 

 

AI オンデマンド交通 

複数の利用者からの配車予約（乗降ポイント、希望

時刻）に基づいて、AI（人工知能）が最適なルート

や配車をリアルタイムに決定するシステムを用いた

交通サービス。例えば、バス車両を使用し、需要に応

じてリアルタイムでルートを最適化して運行する仕組

み。 

 

KPI（Key Performance Indicator） 

目標を達成する上で、その達成度合いを計測・監視

するための定量的な指標のこと。重要業績評価指標。 

 

GTFS-JP 

バス事業者と経路検索等の情報利用者との情報の

受渡しのための共通フォーマットである「標準的な

バス情報フォーマット」のうち、停留所、路線、便、時

刻表、運賃等の静的データ。 

 

GTFS-RT（GTFS リアルタイム） 

バス事業者と経路検索等の情報利用者との情報の

受渡しのための共通フォーマットである「標準的な

バス情報フォーマット」のうち、遅延、到着予測、車両

位置、運行情報等の動的データ。 

 

ICT（Information and Communication Technology） 

情報通信技術。通信技術を活用したコミュニケーシ

ョンを意味する。 

 

MaaS（Mobility as a Service） 

モビリティのサービス化。利用者が多様なモビリティ

サービス（鉄道・バス・タクシー・自転車・自動車・カ

ーシェアリング等）に対して、「1 つのサービス」とし

てアクセスし自由に選択できるようにすること。 

 

PDCAサイクル（Plan-Do-Check-Act） 

計画をたて（Plan）、それを実行し（Do）、内容を評

価して（Check）、改善に結びつけ（Act）、その結果

を次の計画（Plan）に活かす、反復・継続した管理

手法。このサイクルを繰り返すことによって、計画内

容の維持、向上及び継続的な実施を推進する。 

 

UD（ユニバーサルデザイン） 

高齢者、障害者等の利用に限定せず、すべての人が

利用しやすい製品、建築、空間、交通等のデザイン

（計画・設計・製作・運営等）。 

 

 

 

 

一括定額運賃（定期券／回数券） 

タクシーの複数回の利用分の運賃を一括して支払う

制度。閑散時等の需要喚起を目的として、あらかじ

め利用回数の上限、利用時間帯の制限、適用地点

又はエリア、タクシーの利用権を行使する期限等の

条件を設定し、当該条件に応じた価格を定め、定額

で複数回のタクシーの利用権を一括して設定する

運賃。 

 

オープンデータ 

国、地方公共団体及び事業者が保有する官民デー

タのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易

に利用（加工、編集、再配布等）できるよう、次のい

ずれの項目にも該当する形で公開されたデータ。 

○営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能

なルールが適用されたもの 

○機械判読に適したもの 

○無償で利用できるもの 

公共交通のオープンデータとしては、国土交通省が

バス事業者と経路検索事業者との間でデータの受

渡をするための「標準的なバス情報フォーマット」

（GTFS-JP、GTFS-RT）を定めている。 

 

 

 

 

サイクル＆バスライド（サイクル・アンド・バスライド） 

自宅から最寄りのバス停まで自転車で行き、バス停

近くの自転車駐車場に自転車を停めて、そこからバ

スに乗り換えて目的地に向かうシステム。 

 

シェアサイクル 

相互利用可能な複数のサイクルポートが設置された、

面的な都市交通に供されるシステム。 

 

 

アルファベット 

さ・サ行 

あ・ア行 
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総合振興計画 

長期的な展望に立って市の目指すべき将来像を描

くとともに、その実現に向けた総合的かつ計画的な

まちづくりの在り方を示したもの。また、地方創生の

視点も取り入れ、まち・ひと・しごと創生総合戦略とし

ても位置付けられるもの。 

 

 

 

 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 

（地域公共交通活性化・再生法） 

地域公共交通の活性化及び再生を一体的かつ効

率的に推進するために定められた法律。2007 年

10 月施行。改正地域公共交通活性化・再生法は

2014年 5月成立、11月施行。 

 

デジタルデバイド 

インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用

できる者と利用できない者との間に生じる格差。 

 

都市計画マスタープラン 

「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として

定められるものであり、「市町村総合計画」や、都道

府県が定める「都市計画区域マスタープラン」等の

内容に即し、地域の特性に応じた将来像を明らかに

し、その実現に向けた都市づくりの基本的な方針を

示す指針となるもの。 

 

 

 

 

福祉有償運送 

道路運送法上の自家用有償旅客運送の種別の一

つ。タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、

身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保

できない場合に認められ、NPO 法人や社会福祉法

人等が、実費の範囲内（営利とは認められない範囲）

の対価により、乗車定員10人以下の自家用自動車

を使用して当該法人等の会員に対して行う個別の

輸送サービス。 

 

 

 

 

マイクロモビリティ（超小型モビリティ） 

自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に

優れ、地域の手軽な移動の足となる１人～２人乗り

程度の車両。 

 

モビリティマネジメント（Mobility Management） 

市民や組織・地域のモビリティ（移動状況）が「過度

に自動車に頼る状態」から、「公共交通や徒歩等を

含めた多様な交通手段を適度に（＝かしこく）利用

する状態」へと少しずつ変えていくための、コミュニ

ケーション施策を中心とした取組。 

 

 
た・タ行 

は・ハ行 

ま・マ行 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和光市地域公共交通計画 

令和 4（2022）年 3月                              事務局：和光市 建設部 公共交通政策室 


